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校・中学校・高校とも、他の教科と異なり、目標
や内容の取り扱い等も基本的にほぼ同様であり、
校種相互の関連を図りやすい。その点では、少な
くとも小・中・高といった校種を貫いて、さらに
は生涯にわたる人生としてのライフサイクル全体
を通じて、カリキュラムの一貫性が強く要請され
る学習活動といえよう。
　本稿では、まず、現在の小中一貫教育の現状を
紹介し、現在、次期改訂学習指導要領をめぐって
議論されている“子どもたちに育成すべき資質・
能力”が、公立小中連携・一貫教育の特色ある「総
合的学習」カリキュラムにおいてどのように捉え
られているか、また、今後、資質・能力をどのよ
うに位置づけていけば良いのか、いくつかの先行
実践を取り上げて検討する。
　それらを通して、小中連携・一貫「総合的学習」
カリキュラムの現状とこれからの課題について考
えてみたい。

１．平成２６（2014）年の小中連携・一貫教育

をめぐる政策動向と現状

（１）教育再生実行会議；第五次提言「今後の学

制等の在り方について」（平成26年7月3日）

　教育改革を推進し教育再生を実行する目的で平

はじめに

　中１ギャップ解消や学力向上の保障などを目的
とした公立学校における小中連携・一貫教育に向
けての教育制度改革は、この１年間で大きく進展
しつつある。
　特に、教育再生実行会議の第５次提言や、平成
26（2014）年12月の中央教育審議会答申が出され
たこともあり、法制度改革とともに、学校現場の
動きをみても、小中連携・一貫教育に取り組む学
校の数は、増加傾向にあり、今後も増え続けると
考えられる。
　そのような動向の中で、「総合的な学習の時間
（以下、「総合的学習」と略する）」は、教育基本
法の教育目的・教育目標のもとで、自分自身の生
き方を考えるとともに、自己を含めた周囲の人々
と協同で社会を創造できるような力を育むことを
ねらいとし、知識教え込みの教育ではなく、子ど
もが自ら設定した地域的な課題や時事的な現代的
課題などについて、自ら主体的かつ体験的に、情
報を収集・整理・分析し、その成果を発信・行動
するための学習活動として、教育の根幹にも関わ
る重要な意義を有しているといえよう。
　そして、「総合的学習」では、教育の目的・目
標との関連はもとより、学習指導要領上も、小学
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　　第一に、小中一貫教育のための法改正を含め
た制度化。

　　第二に、幼小中などの校種間連携のための教
育内容の見直し。

　　第三に、校種間の教員交流や相互乗り入れ授
業等の推進。

　　第四に、小学校における英語・理科等におけ
る専科指導の推進。

　　第五に、保護者や地域住民の参画も含めた学
校間連の推進。

　　第六に、小中一貫教育学校（仮称）の制度化。
　　第七に、教育課程区分の弾力的運用。
　　第八に、国・地方公共団体による教職員配置、

施設整備等の条件整備。

　これらの多くは、すでに一部の小中連携・一貫
教育における先行事例の中で取り組まれている
が、とりわけ大きな特徴は、第一と第六である。
すなわち、法改正も視野に入れた、小中一貫教育
学校（仮称）という新たな学校の制度化である。
これまで、「義務教育学校（仮称）」という言い方
もされてきたが１）、この提言では、幼稚園や高等
学校等の義務教育化の検討との関連も踏まえ、小
中の校種間接続という観点から、それらの用語を
改め、統一している。

（２）中央教育審議会答申「子供の発達や学習者

の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育シ

ステムの構築について」（平成26年12月22日）

　先の教育再生実行会議第五次提言を受けて、平
成26年7月29日に文部科学大臣は、中央教育審議
会に対して、「子供の発達や学習者の意欲・能力
等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築
について」を諮問した２）。
　その後、中央教育審議会の初等中等教育分科会
「小中一貫教育特別部会」おける８回にわたる審
議を踏まえて３）、平成26年12月22日の中央教育審
議会総会で答申案が最終検討に付され、同日付
で、中央教育審議会答申「子供の発達や学習者の
意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育シス

成25年１月に内閣に置かれた教育再生実行会議で
は、平成26年7月に第五次提言「今後の学制等の
在り方について」（平成26年7月3日）を発表した。
同提言は、これまでの学制について、制度そのも
のや内容に関しても幅広い改革の方向性を提示し
ている。特に、公立学校における小中一貫教育の
制度化が強く推奨されている。具体的には、以下
のように示されている（下線・筆者）。

　「（２）小中一貫教育を制度化するなど学校段階間の

連携、一貫教育を推進する。」

　「○　学校段階間の移行を円滑にする観点から、幼

稚園等と小学校、小学校と中学校などの学校間

の連携が一層推進されるよう、国は、教育内容

等を見直すとともに、地方公共団体及び学校は、

教員交流や相互乗り入れ授業等を推進する。特

に、今後、拡充が予定されている英語のほか、

理科等の指導の充実のため、小学校における専

科指導の推進を図る。また、コミュニティ・ス

クールの導入の促進により、保護者や地域住民

の参画と支援の下、より効果的な学校間連携を

推進する。

○　国は、小学校段階から中学校段階までの教育

を一貫して行うことができる小中一貫教育学校

（仮称）を制度化し、９年間の中で教育課程の

区分を４−３−２や５−４のように弾力的に設

定するなど柔軟かつ効果的な教育を行うことが

できるようにする。小中一貫教育学校（仮称）

の設置を促進するため、国、地方公共団体は、

教職員配置、施設整備についての条件整備や、

私立学校に対する支援を行う。」

　小中一貫教育に関するこの提言の趣旨は、これ
までの中央教育審議会をはじめとする過去の様々
な議論や実践動向を踏まえながら、社会のグロー
バル化への対応を基本に、中1ギャップの緩和、
子どもの身体的成長や性的成熟の早期化、小学校
英語教育導入をはじめとする学習内容の高度化に
対応するためである。それを前提に、具体的な提
案については以下の８点に集約できる。
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テムの構築について」として発表された。
　同答申は、学校制度を子どもの発達や学習者の
意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的なものとす
ることで、制度的な選択肢を広げることが有効と
の観点から、小中一貫教育の制度化のほか、大学
への飛び入学者に対する高等学校の卒業程度認定
制度、国際化に対応するための大学・大学院への
入学資格要件の拡大、高等学校専攻科からの大学
編入学についても提言している。
　小中一貫教育に関連するものに限定した答申内

（３）全国的な小中一貫教育の現状について

　先の12月22日答申の検討に資する目的で、文部
科学省は、平成26年5月に「小中一貫教育等につ
いての実態調査」を実施している４）。この調査結
果が、12月22日の答申にも反映されている。
　同調査では、「小中連携教育」を「小・中学校
が、互いに情報交換や交流を行うことを通じて、
小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指

容の特徴は、①小中一貫教育校の制度化（「小中
一貫教育学校（仮称）」、「小中一貫型 小学校・中
学校（仮称）」）を明示した点（図１参照）、②教
育目的・目標、内容、方法、評価を含む９年一貫
した教育課程および９年一貫した学校経営の必要
性を明記した一方、各学校設置者の判断による柔
軟な対応を認めた点、③教員免許、教職員配置、
学校施設等の条件整備の必要性を示した点、など
である。

す様々な教育」とし、「小中一貫教育」を「小中
連携教育のうち、小・中学校が目指す子供像を共
有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的
な教育を目指す教育」と定義した上で調査を実施
している。
　ただ、従来の「小中一貫教育」の定義と比較す
ると、「小・中学校が目指す子供像を共有し、」が
新たに付加されており、今回の答申では、「小中

図１：「小中一貫教育の制度設計 ２つの類型」

（中央教育審議会〔第96回〕平成26年12月22日・配付資料より抜粋）
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一貫教育」校における、９年間の系統的な教育課
程編制の前提として、「子どもに育成すべき資質・
能力」（次期改訂学習指導要領での主な検討事項
である）を明示することが強調されている５）。
　同調査の結果によれば、現在、小中一貫教育
を実施している市区町村は、全市区町村1,743の
うち211（約1割）、小中一貫教育の取組み件数は
1,130件（小学校2,284校、中学校1,140校）であり、
全国的に広がりをみせている。
　一方、小中一貫教育を実施する全学校中、「９
年間をひとまとまりと捉えた学校教育目標の設
定」を行っているのは４７％、「各教科別９年間
の系統性を整理、小中一貫したカリキュラムを組
んでいる」のは５２％、さらに、「小中一貫教育
の軸となる独自の教科・領域の設定」を行ってい
るのは２５％、「総合的な学習において小中一貫
したカリキュラムを組んでいる」のは１９％、「ふ
るさと教育において小中一貫したカリキュラムを
組んでいる」のは１６％、「９年間を見通した評
価規準と評価方法の共有」を行っているのは１２
％、「小中合同の総合的な学習の時間の実施」を
行っているのは１１％という結果が出ている。
　９年間一貫の系統的な学校教育目標の設定もカ
リキュラムの存在も、５割前後に過ぎない。また、
各教科の小中一貫したカリキュラムは５割程度だ
が、小中一貫した「総合的学習」カリキュラムに
至っては２割に満たない。総合的学習の小中合同
実施も１割程度である。
　さらに、学校全体として９年一貫の評価規準と
評価方法を教職員で共有している割合も１割程度
である。
　上記のように、小中一貫した９年間の体系的な
「総合的学習」カリキュラムを策定しているケー
スは現実には極めて限定されている。
　また、学校教育全体で９年間の教育目標を設定
しているケースが半数に満たない以上、総合的学
習で９年一貫した資質・能力の策定や教育目標設
定のケースがさらに少なくなるのは当然である。
　もっとも、「総合的学習」における子どもに育
てたい資質・能力に関しては、現在の多くの学校

では、現行の学習指導要領や「学習状況の評価及
び指導要録の改善等について（通知）」（文部科学
省 平成22年4月20日）において示された評価の観
点の例示と関連づけて設定している場合が多い。
具体的には、①学習指導要領の総合的学習の目標
に従って設定した場合（ex.「問題を解決する資
質や能力」「学び方やものの考え方」「主体的・協
同的に取り組む態度」「自己の生き方」など）、②
学習指導要領の総合的学習で育てようとする資
質・能力の視点の例示に即して設定した場合（「学
習方法」「自分自身」「他者や社会とのかかわり」）、
③各教科の４評価の観点と関連させて設定した場
合（「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技
能」「知識・理解」）などである。
　しかし、先述の調査結果からは、「総合的学習」
において、小中９年間で統一して、育成すべき資
質・能力を明記し、かつ評価規準を設定している
ケースは現実には多くない。
　かつて、「総合的学習」は、はいまわる経験主
義ともいわれ、活動あって学びなし、いかなる力
がついたのかが不明であるという理由で、平成20
年の改訂学習指導要領では、子どもに育てる資
質・能力を明示することが求められており、それ
は、小中連携・一貫の「総合的学習」カリキュラ
ムでも同じはずである。　　　（以上、田代高章）

（４）岩手県の小中一貫教育の現状について

　岩手県中学校長会が平成２６年５月に行った
「平成２６年教育課程状況調査」の結果によると、
岩手県内167の中学校のうち、「小中連携の取組を
実施している」学校は163校 (97.6％ ) あり、ほと
んどの学校において、何らかの取り組みが進めら
れている。また、「小中連携事業の年間実施回数」
については、「５回以上」と回答した学校が最も
多く (48校、28.7％ )、小中連携・小中一貫教育の
取組が着実に進んでいることが読み取れる。
　小中連携の内容についてみると、「生徒指導上
の情報交換」が144校 (86.2％ ) と最も多く、「中
１ギャップ」など、学校間接続の課題が指摘され
ている昨今、生徒指導上の情報交換は、欠かせな
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い取組となっている。次に多いのが「訪問授業」
である。訪問授業の内容については、「英語、小
学校外国語活動」が最も多く、次に「算数・数
学」があげられる。どちらも系統性の高い教科で
あり、小・中において指導法等について協議する
ことは、子どもたちの学力形成にとってはきわめ
て有効である。そのほか、音楽・保健体育といっ
た教科についても、訪問授業等が実施されている。
このように、教科指導においては、学習指導要領
によって指導内容が系統化されているため、小中
一貫教育における授業レベルでの連携、小中教員
訪問授業等については、取り組みを進めやすいの
が現状である。
　さらに、「総合的な学習の時間」について、学
習指導要領においては、育てようとする資質や能
力及び態度については示されているが、目標・内
容については各学校において適切に定めることと
なっている。このため、岩手県内の小学校、中学
校においても、それぞれに学校の状況、地域の実
態等を踏まえ目標及び内容を定めているが、教科
指導のように「９年間を見通した指導計画」が中
学校区ごとにたてられているかといえば、必ずし
もそうではない。学校段階間の学習活動の重複等
については、今後も改善を加えなければならない
事項である。
　そのような現況の中、岩手県大槌町では、県内
で初の「併設型小中一貫教育校」への移行と併せ
て、独自の新教科「ふるさと科」を設定し、「総
合的学習」及び特別活動の時間を活用しながら、
小学校１年生から中学校３年生までの９年間をみ
とおした一貫教育への取組を進めている。
　このように、岩手県でも、小中連携・一貫の「総
合的学習」カリキュラムが見られるかについても
課題が多く、小中９年間で統一的な育成すべき資
質・能力を明記し、かつ評価規準を設定している
ケースはほとんど見られない。（以上、柏木廣喜）

２．小中連携・一貫教育における育成すべき資質・

能力について

（１）育成すべき資質・能力が問題とされる背景

　小中連携・一貫の「総合的学習」カリキュラム
のあり方を、先行実践や学習指導要領との関連も
踏まえて検討する際に、どのような力を子どもた
ちに育成するためのカリキュラムであるかは大き
な課題である。
　この課題については、先述の平成26年12月の答
申のみならず、それに先立つ、次期改訂の学習指
導要領を念頭に検討要請された中央教育審議会の
諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の
在り方について」（平成26年11月20日）における
課題と合わせて検討していく必要がある。
　中央教育審議会に対して、11月20日の諮問で要
請された主な検討課題は、①これからの時代を生
きていくために必要な資質 ･ 能力をどのように捉
えるか、それらの育成すべき資質 ･ 能力と、各教
科等の役割や相互の関係はどのように構造化され
るべきか、②育成すべき資質 ･ 能力を確実に育む
ための学習 ･ 指導方法はどうあるべきか（例えば、
課題の発見と解決に向けて主体的 ･ 協働的に学ぶ
学習方法としての「アクティブ・ラーニング」な
どのあり方）、③育成すべき資質 ･ 能力を子ども
たちに確実に育む観点から、学習評価のあり方に
ついてどのような改善が必要か、④育成すべき資
質 ･ 能力を踏まえた、新たな教科 ･ 科目等の在り
方や、既存の教科 ･ 科目等の目標 ･ 内容の見直し、
などである。
　この諮問で示される、子どもに“育成すべき資
質・能力”を中心とする課題は、校種を超えた幅
広い教育制度全般、教育課程全体についての検討
課題であるが、また、小中連携・一貫「総合的学
習」カリキュラムの観点からも、重要な検討課題
でもある。
　さらに、この諮問文の中から、小中連携・一貫「総
合的学習」カリキュラムのあり方に関わると思わ
れる事項を具体的に引用すると次の通りである。

・「国民投票の投票権年齢が満18歳以上となること
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や、選挙権年齢についても同様の引下げが検討さ

れるなど、満18歳をもって『大人』として扱おう

とする議論がなされていることも踏まえ、国家及

び社会の責任ある形成者となるための教養と行動

規範や、主体的に社会に参画し自立して社会生活

を営むために必要な力を、実践的に身に付けるた

めの新たな科目等の在り方」

 ・「各教科等の教育目標や内容を、初等中等教育を

通じて一貫した観点からより効果的に示すために

どのような方策が考えられるか。また、学年間や

学校種間の教育課程の接続の改善を図ることにつ

いて、現在中央教育審議会で御議論いただいてい

る小中一貫教育に関する検討状況も踏まえつつ、

どのように考えるべきか。」

・「学習指導要領等に基づき、各学校において育成

すべき資質 ･ 能力を踏まえた教育課程を編成して

いく上で、どのような取組が求められるか。また、

各学校における教育課程の編成、実施、評価、改

善の一連のカリキュラム ･ マネジメントを普及さ

せていくためには、どのような支援が必要か。」

・「『アクティブ・ラーニング』などの新たな学習 ･

指導方法や、このような新しい学びに対応した教

材や評価手法の今後の在り方についてどのように

考えるか。また、そうした教材や評価手法の更な

る開発や普及を図るために、どのような支援が必

要か。」

　これらの検討課題を整理し直してみると、次の
ような課題としてまとめることができる。

①学校の教育課程全体とも関わって、小中連
携・一貫「総合的学習」カリキュラムとして
は、社会参画や自立的生活に必要な力の育成
にも寄与しうる、子どもに育成すべき資質・
能力をどのように考えるか。

②小中連携・一貫「総合的学習」カリキュラム
のための学習内容と学習活動を、どのように
考えるか。

③小中連携・一貫「総合的学習」カリキュラム
の学習評価のあり方をどのように考えるか。

　②や③の課題は、①の育成すべき資質・能力が

明らかにされる中で規定されうる課題であるた
め、まず本稿では、上記の①に焦点化して、いく
つかの特色ある小中連携・一貫の「総合的学習」
カリキュラムの先行実践に即して検討してみた
い。
　なお、今日の小中連携・一貫教育の内容に関し
て、先述の12月22日の中央教育審議会答申では、
「総合的学習」に関連しうる特色あるカリキュ
ラムとして、「英語教育関連」、「キャリア教育関
連」、「ふるさと教育関連」といった分類をして
いる。「英語教育関連」のカリキュラムは、教育
再生実行会議第五次提言でも言及されるように、
社会のグローバル化に対応できる人材養成を果た
すため、これからは小学校での外国語活動や英語
のように、「総合的学習」の領域からは独立し、
カリキュラム上は特別の役割を担うことになる。
　そこで、本稿で先行実践事例を取り上げる際に
は、「英語教育関連」を外し、他の「キャリア教
育関連」、「ふるさと教育関連」のカリキュラムを
中心に取り上げることとする。

（２）育成すべき資質・能力に関する一般的議論

　前提として、育成すべき資質・能力に関しては、
平成26年11月の中央教育審議会の諮問の前から検
討課題であることが認識されており、すでに、文
部科学省の「生きる力」や OECD の「キー・コ
ンピテンシー」など、いくつかの資質・能力が検
討されている。
　その代表的なものを、以下にまとめて紹介して
おく。
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　今日、次期改訂学習指導要領を見据えて、これ
らの中で特に注目されているのが、④「21世紀
型能力」（国立教育政策研究所）である。「思考
力」を中心に、土台に「基礎力」、重層的に「実
践力」を配置する、個人の能力発達を念頭に置い
た能力観である。
　現在の小中連携・一貫「総合的学習」カリキュ
ラムにおいて、育成すべき資質・能力が、21世紀
型能力との関連で、どの程度、反映されているの
かが一つの課題となる。　　　（以上、田代高章）

３．特色ある小中連携・一貫「総合的学習」カリ

キュラム実践と育成すべき資質・能力

（１）岩手県大槌町「ふるさと科」について６）

①大槌町の現況
　岩手県上閉伊郡大槌町では、平成25年3月末で
大槌小学校・大槌北小学校・安渡小学校・赤浜小
学校の４校廃止し、平成25年4月に新しく「大槌
小学校」を設置した。これにより小学校２校、中
学校２校の体制へと再編した ( 大槌小学校・大槌
中学校、吉里吉里小学校・吉里吉里中学校 )。こ
の結果、大槌町で目指している「小中一貫教育」
は、２つの学区、「大槌小・大槌中学校の併設型
小中一貫教育校」と、「吉里吉里小・吉里吉里中
学校の施設分離型小中一貫教育校」で取組を進め
ている。
②大槌町の教育課程編成の基本方針
　大槌町では、「郷土に誇りを持ち社会の変化に
柔軟に対応し将来の夢や希望を描き実現に向け努
力する子供を育成することを目標に、特別な教育
課程の編成に取り組んでいる。
　東日本大震災後は、大槌町の小中学校が連携す
るだけではなく、保護者、地域住民、地域の企業
や支援団体とも連携した教育活動によって、コミ
ュニティーを再構築し、１０年後、２０年後の大
槌の復興・発展を担いうる子どもの育成につなげ
たいと考えている。
　そこで、「震災で失われた故郷の伝統の継承を
通した関係構築力の育成」、「新しい地域社会と産

業を担う人材の育成」という２つの視点から、復
興に取り組む地域産業に関する学習、防災教育・
ボランティア教育・福祉教育・キャリア教育とい
った教育内容を盛り込み、継続性・系統性を重視
し９年間を見通したカリキュラムとして再構築
し、小・中の児童生徒による合同授業や小・中教
員による授業の合同実施、伝統芸能の調べ学習、
体験活動など様々な取組を通して、「小中一貫教
育」に取り組んでいる。
③「ふるさと科」のねらい
　大槌町では、９年間を見通した小中一貫教育の
根幹を支えるカリキュラムとして、「ふるさと科」
を設定した。平成25年度より試行的に実施してお
り、平成27年度より本格実施となる「ふるさと科」
では、「郷土に誇りを持ち、様々な状況にいて主
体的に判断・行動し、自立した社会人として生き
ていくことができる力を総合的に育む」ことをね
らいとしている。これは、復興・防災を基盤とし
た「生きる力」及び「ふるさと創生」を推進し、
地域や自分の生き方を見つめ、大槌町の復興発展
を担う人材を育成するものであり、学校・家庭・
地域が一体となり実現していくものである。
④「ふるさと科」の３つの柱
　「ふるさと科」では、「３つの柱 ( 基本的な教
育内容 )」を設定し、取組を進めている。
ⅰ．「地域への愛着を育む学び」

・地域の歴史や特産を学び、地域社会への関心
を高め、主体的に関わる態度を育成する。

・郷土の文化・郷土芸能を学び、郷土への愛着
心高める。

・町の復興発展をとらえ、ふるさとの将来像を
見つめさせる。

　【取組例】
　小学校５年生の「ふるさと科　先人に学ぶ」
では、江戸時代に活躍した先人を教材として
取り扱い、先人ゆかりの地でのインタビュー
活動などを通して、学んだことの発表会を行
う ( 総合的な学習の時間 )。

ⅱ．「生き方・進路指導を充実させる力を育む学
び」
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・郷土の産業や経済を学び、あこがれをもち生
き方や進路を考えさせる。

・復興を目指す地域社会の中で自分の役割を理
解し、主体的に将来を切り開く能力を育成す
る。

・地域や多様な企業・団体と連携した職場体験
により、生き方を考え実現しようとする態度
を育成する。

　【取組例】
　中学校３年生の「ふるさと科　伝える町の
特産物」では、町の特産物であるわかめを養
殖・収穫し、修学旅行先において販売を実施
し、働く目的や意義、社会の一員としての役
割について学ぶ ( 特活、総合 )。

ⅲ．「防災教育を中心とした学び」
・郷土の自然・地形や災害、防災体制の意義に

ついて理解を深め、災害時や防災に対しての
主体的な判断力と実践力を育成する。

　【取組例】
　小学校２年生の「ふるさと科　町探検」に
おいては、楽しく安心・安全な生活ができる
ように、町探検によって地域や地形・危険な
場所を知り、災害時の避難の方法を理解する
活動を行う。また、中学校区における「防災
週間」を実施し、地域・保護者・小・中学校
合同の避難訓練を実施する ( 生活科、特活 )

⑤「ふるさと科」の時間数
　「ふるさと科」は、生活科、特別活動の一部と
総合的な学習の時間を活用して実施する。次に小
学校及び中学校における授業時数の例を載せる。

⑥９年間を見通した指導方針
　「ふるさと科」では、小中学校の９年間を３つ
の期間に分け、それぞれ「ホップ期」、「ステップ
期」、「ジャンプ期」として、系統的な取組を進め
ている（注６の図参照）。
ⅰ．ホップ期 ( 小学校１年生～４年生 )

ふるさとのよさをとらえ、ふるさとへの親し
みや愛着を持ち、集団の一員として進んでよ
く考え行動し、よりよい生活を送ろうとする
態度を育てる。

ⅱ．ステップ期 ( 小学校５年生～中学校１年生 )

復興発展を目指すふるさとに対する理解を深
め、郷土を愛する心を育み、地域のために主
体的に判断・行動し、よりよい生活を目指そ
うとする態度を育てる。

ⅲ．ジャンプ期 ( 中学校２年生～３年生 )

復興発展を目指すふるさとの一員としての自
己の役割の自覚とよりよい自己実現を目指
し、社会人として自立して生きていこうとす
る態度を育てる。

⑦「ふるさと科」の評価
　「ふるさと科」の評価については、「ふるさと
科」の目標及び特質にそって、「各中学校区」に
おいて、下記の３点について定めることとしてい
る。

【「ふるさと科」の授業時数と内訳(小学校)】

【ふるさと科の授業時数と内訳(中学校)】
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　また、評価は「総合的な学習の時間」の評価に
含み、新たに「ふるさと科」の評価項目を設ける
ことはしていない。指導要録に関しては、「ふる
さと科」がスタートする平成２７年度に新しい様
式へと変更する予定である。
⑧今後について
　平成２７年４月より、大槌小学校・大槌中学校
は、施設一体型の小中一貫教育校「おおつち学
園 ( 仮称 )」として、また吉里吉里小学校・吉里
吉里中学校は施設分離型の小中一貫教育校「きり
きり学園 ( 仮称 )」として新たなスタートを切る。
この両校の特色は、やはり「総合的な学習の時間」
を中心に行われる新設の「ふるさと科」の取組で
ある。岩手県内においても「小中連携」の取組は
推進されてきているが、その中心は「中１ギャッ
プ等の解消をねらった生徒指導的な連携」や、「小
学校外国語活動・中学校英語科」、「算数・数学」
といった教科指導における連携が中心であり、な
かなか地域や保護者を巻き込んだ特色ある取組で
はない。したがって、平成２７年度からスタート
する「ふるさと科」を中心とした大槌町の取組は、
被災した大槌町だけにとどまらず、岩手県内すべ
ての小・中学校に対して、「総合的な学習の時間
における９年間を見通したカリキュラム作り」に
大きな示唆を与えてくれるものではないかという
期待が高まっている。
　もっとも、９年一貫の育成すべき資質・能力に
関しては、「意欲・態度」、「学び方やものの考え
方」、「集団や社会とのかかわり方」という、これ
まで「総合的学習」でも示されていた資質・能力
ともいうべきもので、９年一貫の「総合的学習」
カリキュラムである「ふるさと科」独自の育成す

べき資質・能力の開発と明示はこれからの課題で
ある。　　　　　　　　　　（以上、柏木廣喜）

（２）青森県三戸町「立志科」について

　青森県三戸町では、平成25年度より、校舎一体
型の小中一貫校となっている。ただし、すでに、
平成21年度から、教育課程特例校の指定を受け、
「三戸町小中一貫教育要領」に基づき、独自の新
教科として「立志科」もスタートしている。「立
志科」に関しては、スタート時より教科書が作成・
使用されているが、教師用の「立志科 指導書」が
平成22年度より使用されている。この「立志科」
の特徴は、以下の通り。
　①従来の「道徳」「特別活動」「総合的学習」を
融合し、「人間関係力」「郷土の文化継承や自然保
護」「先人への尊敬や感謝」「自分の生活や生き方」
等の学習を通して、望ましい人格形成を目ざして
いる。
　②「２１世紀の、変化の激しい社会を心豊かに、
たくましく生き抜く力」を系統的に９年間かけて
はぐくみ、判断力や実践力の育成を特に目指して
いる。
　③児童生徒の課題や実情に応じて、道徳的心情
の育成を図りながら、「３観点５領域１０能力」
の資質を身に付けさせることを目的として、編集
された独自の教科書を使用して、それらの能力を
育成しようとする。

【「ふるさと科」の評価の観点】
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て、村のＰＲ活動を広報活動としてまとめ、地域
を含めた多くの人々に発信し、さらに深く考える
材料として生かしている活動が展開される。村の
将来をよくするための提言と、具体的行動が求め
られている。この「東通　未来予想図」発信・提
言プロジェクトは、大人とともに東通村のむらづ
くりに貢献しうる活動であり、大人に認められる
ことを通じて、子どもたちにも、自分立ち出もや
ればできるという自信と自己肯定感を生み出す契
機となっている。
　ただし、資質・能力図が明確な形では未完成な
ため、「東通科」や各教科も含めて、育成すべき
資質・能力の全体系統表を完成させることが課題
である。

（４）青森県むつ市・ブロック別小中一貫教育に

ついて

　青森県むつ市では、学力の向上、生徒指導の充
実、９年を見通した体力向上プロジェクトによる
健康教育推進など、４・３・２制のもとで、「生
きる力」の３側面を資質・能力と捉えて小中一貫
教育に取り組んでいる。
　一方で、「むつ市」では、９つのブロック毎の
小中連携・一貫教育が進められており、例えば、
大湊小・大湊中ブロックでは、４・３・２制を取る、
キャリア教育（総合的学習）を核とする小中一貫
教育が展開されている。小５・６・中１・２・３
をつなぐ交流学習としてのキャリア教育には、「ア
ンドタイム」という名称が付されているが、９年
一貫した「総合的学習」全体については、独立し

　「立志科」で育成すべき資質・能力に関わる、
上の図は、後述の東京品川区「市民科」の能力の
発想に近いといえる。

（３）青森県東通村「東通科」について

　青森県東通村立東通小学校・東通中学校の施設
一体型（但し、同一敷地内で、渡り廊下でつなげ
られているため、施設隣接型ともいえる）小中一
貫教育の特色あるカリキュラムが「東通科」であ
る。
　「東通科」は、現在、生活科と「総合的学習」
から構成されており、各学年４０時間配当で組ま
れている。その詳細は、拙著の前稿に譲るが、そ
こで育む資質・能力は、学習指導要領の「総合的
学習」で示される例示にならいながら、以下の７
つの能力、すなわち、①課題発見能力、②問題解
決能力、③「情報活用力」、④コミュニケーショ
ン能力、⑤学び方・ものの考え方、⑥学習への主
体的・創造的態度、⑦「自己の生き方」、を第１
学年から第９学年へと基軸に位置づけながら、そ
れらの基本能力の最終的な方向目標としての資
質・能力に、「社会参画力」と「自己実現力」を
掲げる。
　９年一貫のテーマとして、第１・２学年は、「気
づく」、第３・４学年は、「知る」、第５・６・７
学年は、「考える」、第８・９学年は「提案する」
を明示し、４つの力が９年間で質的に低次から高
次に高まりながら、９年間のゴールとして、社会
参画力」と「自己実現力」の育成を目指している。
最終第９学年では、東通村の良さや課題を踏まえ

図２：「立志科」で育てる能力

（三戸町教育委員会『立志科 指導書』13頁より）
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た新しい教科名が付けられているわけではない。
　このキャリア教育で目指される育成すべき資
質・能力は、大きく次の四つである。
①「人間関係形成・社会形成能力」（他者の個性
を理解する力、他者に働きかける力、コミュニケ
ーションスキル、チームワーク、リーダーシップ）、
②「自己理解・自己管理能力」 （自己の役割の理
解、前向きに考える力、自己の動機付け、忍耐力、
ストレスマネジメント、主体的行動）
③「課題対応能力」（情報の理解・選択・処理等、
本質の理解、原因の追求、課題発見、計画立案、
実行力、評価・改善）
④「キャリアプランニング能力」（学ぶこと・働
くことの意義や役割の理解、多様性の理解、将来

設計、選択、行動・改善）
　ここに示された能力は、先の２（２）の②に示
すキャリア教育の能力の中の、「基礎的・汎用的
能力」とそのまま対応する形となっている。

（５）東京都品川区「市民科」について

　品川区は、平成１８年度から現行の６・３制に
よらない４・３・２制で小中一貫教育を全区展開
している。その際の特色ある新教科が「市民科」
である。道徳・特別活動・総合的学習の三つを融
合する形の新教科であり、「市民科」教科書を作
成発行しており、教師用手引き書も発行している。
「市民科」は、以下の５領域１５能力で構成され
ている。

図３：「市民科」で形成すべき資質・能力

（品川区教育委員会『品川区小中一貫教育要領』講談社、2005年、198頁参照）
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　品川区では、平成１８年４月に全国初の「施設
一体型小中一貫校」として「日野学園」が開校さ
れた。その後、「伊藤学園」（平成１９年）、「八潮
学園」（平成２０年）、「荏原平塚学園」（平成２２
年）、「品川学園」（平成２３年）、「豊葉の杜学園」
（平成２５年）の順で開校している。
　ここでの５領域１５能力は、当時として先駆的
な提案である。

（６）茨城県つくば市「つくばスタイル科」につ

いて

　「つくば市」では、アメリカの「21世紀型スキル」
（本文２（２）③参照）を参考にした資質・能力
を提起している。その典型的な小中一貫型「総合
的学習」カリキュラムが、「つくばスタイル科」（平
成24年度より開始）である。
　「つくばスタイル科」では、「総合的学習」の
目標のみならず、独自の「つくば次世代型スキル」

といった目標の両目標を掲げたうえで９年間の活
動内容を構成している。その「つくば次世代型ス
キル」では、４分類、６種領域に１２の能力を設
定している。
　これらのスキルは、子どもたちや保護者にも示
され、具体的な活動を通して獲得される力が外部
にもイメージしやすい形となっている。
　特に、各学年・各単元において、１２の能力の
どの能力を重視した単元であるかが、◎○で、そ
の重要度に応じて明示されている点が大きな特色
である。
　このように育むべき能力をモデル提示すること
で、教師も学習者・保護者も、活動単元を通して、
いかなる能力形成にかかわる単元か、この単元の
活動を通して、事中や終末に振り返った際に、そ
れらの力がついたか否かを、より自覚的に評価で
きるようになるというメリットがある。

図４：「つくば次世代型スキル」の内容と定義

（つくば市総合教育研究所編『つくば発！　小中一貫教育が世界を変える　新設「つくばスタイル科」の取り組み』東京
書籍、2012年、46頁。）



294 田代　高章・柏木　廣喜

（７）宮崎県東臼杵郡美郷町「美郷科」について

　美郷町では、平成19年度より、小中一貫教育の
研究に取り組み、平成23年度には町内の南郷区の
4つの小学校と1つの中学校が統合され、施設一体
型小中一貫教育校「美郷南学園」を開校している。
　同町での特色は、ふるさとを系統的に学習する
教科・領域として「地域学」を構想し、その成果
を「学習指導のための要領・解説　−地域学編−」
（平成19年　宮崎県教育委員会）としてまとめた
ことである。
　その「地域学」の一環として、美郷町では、独
自の小中一貫「総合的学習」カリキュラムとして
「美郷科」（平成22年）を創設している。美郷科
は、「美郷を学び、その学びをとおして自分の生
き方について考える教科である」と位置づけられ、
「総合的学習」の目標を踏めており、特に、キャ
リア教育の視点を中心に据えている。
　評価の観点には、地域や「生き方」に対する関
心 ･ 意欲・態度、思考・判断、技能・表現、知識・
理解など、当初、指導要録上の四観点に即した規
準を設けている。
　この「美郷科」の単元上の大きな特徴は、9学
年の学習の集大成として、最終的に、「子ども議
会」を開催し、町内全中学3年生が参加の下に、
観光・商業班、行政班、農業班、林業班、福祉班
などに分かれ、美郷町の未来について提言を行っ
ているところである７）。
　必ずしも、明示されているわけではないが、い
わゆる社会参画力につながるゴール設定がなされ
ている点に特色がある。

４．小中一貫「総合的学習」カリキュラムの課題

としての子どもに育む資質・能力についての明確

化と重点化

　先に見てみたように、各学校実践において、何
らかの育成すべき資質・能力は設定されているも
のの、その内容は地域や学校の実態に応じて多様
であり統一性を図ることはできない。
　しかし、現時点で議論されている選挙権18歳へ

の引き下げの法改正や、これからの社会の形成を
支える主権者として子どもたちが育っていかなけ
ればならない状況を考えると、自律的な自己決
定・自己判断のできる力、他者と協力・協同でき
る力、自らが実行し行動できる力、社会参画の力
などは、小中学校段階であったとしても、きわめ
て必要な力と思われる。
　特に、内閣府が2013（平成25）年に７カ国（日
本、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、ス
ウェーデン、韓国）の13歳から29歳の若者に実施
した国際比較調査では、「社会をよりよくするた
め、社会問題に関与したい」と思っている日本の
若者の割合は40％強、「私の参加により、変えて
ほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」
と思っている若者の割合は約30％に過ぎず、いず
れも日本が最も低い割合となっている。ここから
は、日本の若者の社会形成・社会参画の意識の低
さがうかがえる８）。
　それらを考慮すれば、現在、中央教育審議会で
議論されている“育成すべき資質・能力”に関し
て、国立教育政策研究所で示された「２１世紀型
能力」の中でも、特に社会参画力、自律的活動力、
人間関係形成力は、９年間の最終的な到達点とし
て、外すことのできない能力であるといえる（図
５参照）。
　その点で、青森県「東通科」で第９学年に目指
す、村の課題を見据えた提言・発信の力を育むた
めの単元や、宮崎県「美郷科」が第９学年に目指
す、町の課題を見据えて議会に集い、政策提言を
行い、社会参画力の育成に資する単元などは、小
中一貫「総合的学習」カリキュラムの策定に際し
ても、おおいに参考にすべきところと思われる。
　そこで、「総合的学習」の小中一貫カリキュラ
ムで育成すべき能力の体系を示すとすれば、キー
能力としての社会参画力、自律的活動力、人間関
係形成力を最終段階に設定しながら、いわゆる知
識・技能・情報を含む基礎的な「内容知」として
の基礎力、問題解決・探究力・思考力などの「方
法知」としての活用力、先ほどの、社会参画力、
自律的活動力、人間関係形成力などの「生活実践
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知」としての実践力、といった系列で考えること
も一つの案として成立するであろう。それらの能
力体系をもとに、子どもの９年の発達の系統に即
して、カリキュラム編成することが求められる。
　ここでは、詳細に触れることはできないが、他
に、小中一貫カリキュラムの系統表の構築、教職
員の意識の共有化、地域とのつながり等の課題も
解決していかなければならない。

５．おわりに

　「総合的学習」の小中連携・一貫カリキュラムは、
特色ある独自科目として設定されている場合も含
めて、各教科と比較しても、必ずしも十分に構想
されているとはいえない。しかし、これからの不
安定・不確定な社会の中で、これから共に生きる
社会の創造と自己自身の充実した生き方を創造し
ていくためには、総合的学習カリキュラムの位置
づけは大きい。特に、小中連携・一貫「総合的学
習」カリキュラムは、「小中一貫教育学校」や「小
中一貫型 小学校・中学校」であろうと、既存の
学校制度であろうと、一人ひとりの子どもの成
長・発達を念頭に置いたライフステージ全体を通
じた責任ある学校カリキュラムでなければならな
い。そこには、個々の発達差や系統的な教育内容

のレベルの違いを踏まえつつも、学校教育全体の
カリキュラムを俯瞰する目標・内容・方法の連続
性とそれを支える校種を超えた教職員の共通意識
も必要ではないだろうか。そのような視点からす
れば、少なくとも、小中カリキュラムの連携・一
貫性は、現在の学習指導要領のもとでも、社会参
画にもとづく将来の社会の創造と、それを担う協
同的・自律的な子どもたちの生き方の確立を直接
に目標とする「総合的学習」のカリキュラムでこ
そ、よりいっそう実効的であるように思われる。
　また、本稿の中心的な検討課題ではないが、平
成26年12月の中央教育審議会答申の提案内容に関
しての課題も多い。特に、「小中一貫教育学校（仮
称）」、「小中一貫型 小学校・中学校（仮称）」を
制度提案しているが、その両者に該当しない既存
の小学校・中学校の併存も容認しているため、設
置主体毎のそれら多様な学校制度の選択と併存の
可能性は、これまでも議論されてきたように、学
校間や地域間での教育格差の問題、学校統廃合と
の関係、人間関係の固定化や転出入をめぐる子ど
もへの影響、前倒しの教育内容によるエリート校
化の懸念、教職員の負担、教員免許との整合性な
ど、中1ギャップなどの生徒指導上の課題克服や
学力向上などの小中一貫教育の一部のメリットだ
けではすまされないいくつかの課題や懸念も残さ
れている。
　それらの根本的課題と、子どもに育てる資質・
能力と各教科目標や単元目標との関係などを踏ま
えた小中連携・一貫「総合的学習」カリキュラム
と各教科のカリキュラムとの内容上の関連と系統
性、子どもに育てる資質・能力に即した学習評価
のあり方なども含めて、今後も長期的なスパンで
実践的に検討していく必要があろう。
　　　　　　　　　　　　　（以上、田代高章）

　なお、本稿は、学術振興会科学研究費助成事業、
基盤研究（Ｃ）（一般）課題番号23530977の研究
成果の一部である。

図５：２１世紀型能力

（国立教育政策研究所「教育課程の編成に関する基礎的研
究報告書５　社会の変化に対応する資質や能力を育成す
る教育課程編成の基本原理」平成25〔2013〕年3月、26
頁より）
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−注−

１）この「義務教育学校」という言い方が、明確
に示されたのは、平成17年10月の中央教育審議
会答申「新しい時代の義務教育を創造する」（10
月26日）であり、同答申の中では、「研究開発
学校や構造改革特別区域などにおける小中一貫
教育などの取組の成果を踏まえつつ、例えば、
設置者の判断で９年制の義務教育学校を設置す
ることの可能性やカリキュラム区分の弾力化な
ど、学校種間の連携・接続を改善するための仕
組みについて種々の観点に配慮しつつ十分に検
討する必要がある。」（下線・筆者）という記述
が見られる。また、現行の学習指導要領の改訂
に関わる中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導
要領等の改善について」（平成20年1月17日）の
中でも、「義務教育で一貫した教育を行う義務
教育学校については、平成17年の中央教育審議
会答申において、『設置者の判断で９年制の義
務教育学校を設置することの可能性やカリキュ
ラム区分の弾力化など、学校種間の連携・接続
を改善するための仕組みについて』検討すると
されており、これらの取組状況も踏まえ、引き
続き中央教育審議会において審議することが必
要」というように、「義務教育学校」の制度化
に触れている。さらに、小中一貫教育全国連絡
協議会により毎年開催される「小中一貫教育全
国サミット」では、毎年、義務教育学校の法制
化を要望する主張がなされてきており、例えば、
平成23年度の同サミットの共同宣言（7月29日）
の中でも、「小中一貫教育をさらに推進するた
めに、義務教育学校の設置を定めた法整備の実
現を望みます。」（下線・筆者）と強調されてい
る。このように、これまでは、文部科学省も含
めて「義務教育学校制度」という言い方をして
きていた。

２）平成26年7月29日の同諮問では、小中一貫教
育を制度化することのほか、9年間の教育課程
の区分を柔軟に構想できることや、校種をつな
ぐ柔軟な教育を有効に実施できるような教員免

許制度のあり方や教員配置・施設整備のあり方
などが検討要請された。

３）「小中一貫教育特別部会」では、第１回（平
成26年8月29日）の開催から、種々検討を重ね
た結果、第８回（平成26年12月1日）にパブリ
ックコメントを受けた最終の答申案がまとめら
れ、その後、第９５回の初等中等教育分科会（平
成26年12月16日）に審議され、最終的に、第
９６回の中央教育審議会総会（平成26年12月22
日）で検討され答申として発表された。

４）文部科学省は、平成26年5月1日に全都道府県、
全市区町村と、小中一貫教育を実施している全
国の国公立小・中学校を対象に、小中一貫教育
の推進状況、実施状況、教育課程の編制、学年
段階の区切り、乗り入れ授業の実施状況、推進
体制、成果と課題等について、国立教育政策研
究所の協力を得て調査・集計・分析を行ってい
る。

５）中央教育審議会初等中等教育分科会：学校段
階間の連携・接続等に関する作業部会の報告書、
「小中連携、一貫教育に関する主な意見等の整
理」（平成24年7月13日）における「小中連携」
「小中一貫教育」の定義と比較すると、今回の
調査の定義は、「小中連携教育」においてはほ
ぼ同じであるが、「小中一貫教育」においては、
今回は、従来の定義に加えて、「小・中学校が
目指す子供像を共有し、」との一節が新たに付
加されている点が大きく異なる。

６）本文での詳細は、以下の資料を参照した。
・大槌町教育委員会「大槌町小中一貫教育『ふ

るさと科』について」（平成26年2月）
・大槌町教育委員会「大槌町特別の教育課程編

成の基本構想」（平成26年4月）
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　また、以下に「ふるさと科」の９年間の全体構
造表を示しておく。

７）詳細は、宮崎大学小中一貫教育支援研究プロ
ジェクト編『小中一貫・連携教育の理念と実践  

−『美郷科カリキュラム』の実践−』東洋館出
版、平成25年、参照。

８）内閣府『平成25年度 我が国と諸外国の若者
の意識に関する調査』（2014〔平成26〕年6月発
表）6、19、28、67頁参照。


